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 町の財政がどのように運営されているか、町民のみなさ

んが納められた税金などがどのように使われているかを

理解していただくため、平成２４年度（平成２４年９月３

０日現在）の財政状況をお知らせします。 
 一般会計予算の執行状況は、予算額３３億１，５８６万

円に対し、歳入面の収入率は６２．８％、歳出面の執行率

は５３．６％です。また、特別会計予算の執行状況は、総

予算額１９億５，６１０万円に対し、歳入面の収入率３０．

１％、歳出面の執行率は４２．４％となっています。 
 

会  計  名 ９月 末 現 在 高 

一 般 会 計 ３７億１，８２３万円 

特 別 会 計 ２３億６，２５８万円 

水道企業会計 １億５，５６２万円 

合 計 ６２億３，６４３万円 

地方交付税

町税 

町債 

繰越金 

国庫支出金

県支出金 

使用料等 

その他 

合   計

13億4,000万円 

7億2,938万円 

2億1,930万円 

 3億8,045万円 

2億  810万円 

2億2,179万円 

6,378万円 

1億5,306万円 

33億1,586万円 

8億8,882万円

4億6,059万円

0万円

5億7,650万円

5,049万円

1,240万円

3,072万円

6,365万円

20億8,317万円

 予 算 額       収入済額      

基金の状況 
  基 金 の 名 称                 目                          的 ９月末現在高 

財政調整基金 災害等財政上必要とする財源の調整 6億6,811万円

減 債 基 金 町債の償還財源の確保 4億8,059万円

公営住宅管理運営基金 公営住宅の管理運営を円滑に行うための財源 9,163万円

消防賞じゅつ金基金 
町消防団員に賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を

授与するための財源 
3,594万円

地域福祉基金 地域の保健・福祉の増進を図るための財源 7,132万円

ふるさと基金費 
町の文化を後世に伝承するための事業、町の福祉の発

展のための事業及びその他町が行う事業の財源 
55万円

文化振興基金 文化の振興と普及を通じ、豊かな地域づくりを推進するための財源 4,800万円

 合      計  13億9,614万円

公債費 

民生費 

土木費 

総務費 

衛生費 

教育費 

消防費 

その他 

合   計 

4億3,454万円

9億  328万円

3億1,603万円

4億6,577万円

3億2,686万円

2億9,500万円

1億1,382万円

4億6,056万円

33億1,586万円

 2億1,113万円 

2億8,525万円 

6,578万円 

1億8,256万円 

1億5,605万円 

1億  349万円 

5,416万円 

5,780万円 

11億1,622万円 

 予 算 額       支 出 済 額      

会計別予算の執行状況 
会    計    名 予 算 現 計 収 入 済 額 収入率 支 出 済 額 執行率

一 般 会 計 33億1,586万円 20億8,317万円 62.8％ 11億1,622万円 53.6％

特

別

会

計

国民健康保険 9億2,020万円 3億2,055万円 34.8％ 4億5,646万円 49.6％

住宅新築資金等貸付事業 2,459万円 65万円 2.6％ 2,145万円 99.6％

下 水 道 事 業 3億6,740万円 2,271万円 6.2％ 8,795万円 23.9％

介 護 保 険 5億6,661万円 2億2,004万円 38.8％ 2億3,798万円 42.0％

後期高齢者医療 7,730万円 2,424万円 31.4％ 2,611万円 33.8％

 小       計 19億5,610万円 5億8,819万円 30.1％ 8億2,995万円 42.4％

  合       計 52億7,196万円 26億7,136万円 50.7％ 19億4,617万円 36.9％

 

予算額 収入済額 支出済額 予算額 

一 般 会 計 の 執 行 状 況 内 訳                    

 町が国などから借入れる借入金であり、その行為を起債と

いいます。主に下水道事業等の長期に渡り、継続的に取り組

んでいる事業に充当されます。 
 町は、起債の発行についての協議及び許可申請を行い、国

の地方債計画及び財政状況に応じて同意又は許可されます。 
 現在の残高は左表のとおりですが、元利償還金の一部が地

方交付税で交付される町債が大半であり、すべてが町の負担

というわけではありません。 
 この地方交付税措置の制度については、事業ごとに交付税

算入率等が異なり、複雑ですが、参考値として、平成２３年

度の元利償還金の約４２％が地方交付税として交付されてい

ます。 

町債とは 


